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二

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
度
地
籍
調
査

事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
地
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

地　
　
　
　

域

気
仙
沼
市

古
町
二
丁
目
一
単
位
区
域

白
石
市

字
北
川
原
等
三
単
位
区
域

字
上
堰
等
八
単
位
区
域

川
崎
町

大
字
川
内
字
百
尋
山
の
一
部
区
域

大
字
川
内
字
老
髪
山
等
二
単
位
区
域

二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
に
定
め
ら
れ
た
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

実
施
年
月
日

実　

施　

区　

域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

令
和
四
年

七
月
四
日�

美
里
町

小

牛

田

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

美
里
町
役
場
本
庁
舎
裏
倉
庫

　

同
七
月
五
日

美
里
町

南

郷

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

美
里
町
役
場
南
郷
庁
舎
東
側
車

庫

　

同
七
月
十
一
日

女
川
町

全

域

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

女
川
町
庁
舎

　

同
七
月
十
二
日

女
川
町

全

域

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
ま
で

女
川
町
庁
舎

　

同
七
月
十
三
日

女
川
町

出

島

午
後
一
時
か
ら

午
後
二
時
ま
で

出
島
地
区
仮
設
施
設
（
番
屋
）

　

同
七
月
二
十
五
日

角
田
市

全

域

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

角
田
市
市
民
セ
ン
タ
ー

　

同
七
月
二
十
六
日

角
田
市

全

域

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
三
十
分
ま
で

角
田
市
市
民
セ
ン
タ
ー

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
五
百

二
十
七
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名
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台
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岸
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岸

　

次
に
掲
げ
る
イ
点
か
ら
ネ
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
直
線
及
び
イ
点
と

ネ
点
を
結
ん
だ
直
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
Ａ
点　

宮
城
郡
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ヶ
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町
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蒲
田
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字
宅
地
一
二
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地
先
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〇
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三
度
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五
秒
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三
五
・
三
五
六
メ
ー
ト

ル
の
地
点
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点�　
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点
か
ら
二
五
〇
度
一
六
分
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八
秒
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一
四
・
三
五
八
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ー
ト

ル
の
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点
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度
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五
分
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秒
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四
・
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五
八
メ
ー
ト
ル

の
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点
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ホ
点
か
ら
二
五
六
度
一
一
分
〇
八
秒
六
三
・
〇
八
四
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ト
点�　

へ
点
か
ら
四
度
四
二
分
一
九
秒
九
・
五
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

チ
点�　

ト
点
か
ら
二
八
四
度
一
一
分
一
五
秒
二
九
・
三
四
一
メ
ー
ト
ル

の
地
点

リ
点�　

チ
点
か
ら
三
三
九
度
四
六
分
二
五
秒
五
・
一
二
三
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ヌ
点�　

リ
点
か
ら
七
六
度
一
一
分
〇
九
秒
三
九
・
五
四
四
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ル
点�　

ヌ
点
か
ら
三
四
二
度
一
四
分
三
五
秒
四
一
・
六
三
二
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ヲ
点�　

ル
点
か
ら
二
七
三
度
一
九
分
一
四
秒
一
六
・
六
六
一
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ワ
点�　

ヲ
点
か
ら
三
二
八
度
五
一
分
〇
四
秒
二
八
・
三
六
一
メ
ー
ト
ル

の
地
点

カ
点�　

ワ
点
か
ら
三
三
度
五
二
分
〇
九
秒
五
七
・
六
九
三
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ヨ
点�　

カ
点
か
ら
四
七
度
〇
五
分
三
六
秒
六
三
・
五
三
二
メ
ー
ト
ル
の

地
点

タ
点�　

ヨ
点
か
ら
七
三
度
〇
二
分
一
一
秒
二
二
五
・
八
〇
四
メ
ー
ト
ル

の
地
点

レ
点�　

タ
点
か
ら
九
二
度
四
〇
分
二
七
秒
三
一
・
六
三
五
メ
ー
ト
ル
の

地
点

ソ
点�　

レ
点
か
ら
八
一
度
二
五
分
四
〇
秒
六
・
八
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地

点

ツ
点�　

ソ
点
か
ら
一
六
一
度
四
三
分
〇
〇
秒
四
四
・
五
八
八
メ
ー
ト
ル

の
地
点

ネ
点�　

ツ
点
か
ら
一
一
四
度
二
〇
分
三
五
秒
六
九
・
三
六
五
メ
ー
ト
ル

の
地
点

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
港
区
域
に
接
す
る
海
岸
保
全
区
域

の
う
ち
漁
港
管
理
者
の
長
で
あ
る
七
ヶ
浜
町
長
が
管
理
を
行
う
区
域
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称
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定　
　
　

区　
　
　

域

沿
岸
名

漁
港
名

地　

区

海
岸
名

仙
台
湾
沿

岸

菖
蒲
田
漁

港
海
岸

菖
蒲
田
地

区
海
岸

　

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
号
に
よ
り
海
岸
保

全
区
域
と
し
て
指
定
し
た
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
菖
蒲
田
浜
字
宅
地
地
内
の

菖
蒲
田
漁
港
海
岸
保
全
区
域
の
う
ち
菖
蒲
田
漁
港
区
域
に
接
す
る
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

柴
田
郡
柴
田
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

干
害
の
防
備

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
柴
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
七
号

　

令
和
四
年
六
月
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
岩
沼
選
挙
区
）
に
係
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　

選
挙
時
登
録
の
基
準
日
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令
和
四
年
五
月
二
十
六
日


